
NO. 対象資料 ページ 質問事項 回答

1 入札説明書
2p
2-(5)

PFI事業の落札者となったSPCに
対する指定管理者の議会承認
は、本契約前の平成19年2月県議
会定例会で行われるとの認識で
よろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

2 入札説明書
4p

2-(11)

施設の修繕・更新費は発生する
年度に計上し、当該単年度に
サービス対価として計上してよ
ろしいのですか。（修繕・更新
が発生する年度は発生しない年
度に比べサービス対価が大きく
なり、県からSPCへの支払いも大
きくなっても良いか）

お考えのとおりです。

3 入札説明書
4p

4-(1)イ

協力企業の定義については記載
がありますが、構成員の定義に
ついては特段の記載がありませ
ん。事業者との契約形態につい
て（事業者と直接の契約を締結
する等）特に意識する必要はな
いと考えてよろしいでしょう
か。

お考えのとおりです。

4 入札説明書
5p
4-(4)

この項目におけるア、イ、ウ、
エ、オにて、応募者またはグ
ループ構成員の要件が定められ
ていることにより、この要件に
該当せず、ＳＰＣから直接業務
を受託・又は請け負う企業は、
協力企業としか成り得ないとい
う認識で良いでしょうか。

ア～オ以外の業務を担当する事業者
が、応募者又はグループ構成員となる
ことは妨げません。

5 入札説明書
9p

5-(3)カ

入札日以降落札者の決定日まで
に応募者が失格になるケースと
して、「指定管理者の指定を取
り消された場合」との記載があ
りますが、これはあくまでも神
奈川県管轄の公の施設における
指定取り消しが対象になると捉
えてよろしいでしょうか。ま
た、グループで入札する場合、
代表企業にのみ適用される事項
であると考えてよろしいでしょ
うか。

日本全国を対象とし、応募者又はグ
ループ構成員に適用します。
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地方自治法施行令第１６７条の４の規
定に関しては、代表企業等及び構成員
に適用があり、いずれが抵触しても失
格となります。

県の指名停止措置そのものに関して
は、代表企業等のみに適用がありま
す。したがって、応募グループの代表
者でない構成員が地方自治法施行令１
６７条の４以外の事由で指名停止と
なっても影響はありません。

7 入札説明書
11p
6-(4)
ク（イ）

落札金額には施設整備費に係る
支払い利息を控除するとありま
すが、入札金額の目安である
6,681百万円には当該支払い利息
は含まれていますか。

落札金額は入札書記載額(消費税及び
地方消費税を除く)に、消費税及び地
方消費税相当額を加算した金額です。
消費税及び地方消費税相当額は（入札
書記載額－施設整備費支払利息）×
5/100となります。入札金額の目安で
ある6,681百万円は施設整備費に係る
支払利息を含んでいます（消費税及び
地方消費税、物価変動分は含んでいな
い。）。

8 入札説明書
16p
9-(2)
ア

この契約が確定する県議会とは
何年何月の県議会でしょうか。

平成19年２月神奈川県議会定例会を予
定しております。

9 入札説明書
16p
9-(2)
ウ

仮契約締結までの間にとありま
すが、契約締結までの間にでは
ないでしょうか。

仮契約の内容で県議会に提案するた
め、仮契約締結までです。

10 入札説明書
17p
9-(2)
カ

本契約発効までの間にとありま
すが、本契約発効日とは、本入
札説明書において、いつのこと
を指すのでしょうか。

本事業契約議案の議決日です。

6 入札説明書
9p

5-(3)カ

“入札日以降落札者の決定日ま
でに、応募者（グループで入札
する場合は構成員のいずれかの
者）が地方自治法施行令第１６
７条の４の規定に基づく入札参
加資格の制限に該当し、県の指
名停止等措置要領に基づく指名
停止処分を受け（グループで入
札する場合は、代表企業等に限
る。～。）～た場合には、当該
応募者は失格とします。”とあ
りますが、これはグループで入
札する場合は代表者が指名停止
処分を受けた場合のみ応募グ
ループが失格となるとの理解で
よろしいでしょうか。
　文書中の２箇所の括弧書き下
線部の解釈及び、同様の内容が
記載されている下記の関連項目
も含めて、応募グループの代表
者でない構成員が資格認定日か
ら本契約締結日までの間に指名
停止となった場合に応募グルー
プが失格となるのかどうか、ま
た、応募グループが失格となら
ない場合にその構成員の取り扱
いをどうするのか、明確にして
いただけませんでしょうか。
（関連項目）
入札説明書　４入札に参加する
者の備えるべき要件（３）応募
者又はグループ構成員に共通の
参加資格要件　ア
入札説明書　９契約手続等
（２）特定事業契約の締結　カ
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11
入札説明書
付属資料１

1p
1-(2)
ア

基準金利決定日が建設期間中に
設定されましたが、この変更に
より、平成21年7月1日の基準金
利決定日から第１回の支払予定
日である平成22年4月30日まで
10ヶ月の期間が生じることで、
資金調達の実態から乖離する可
能性が高く、官民双方において
新たな金利変動リスクが発生し
たと言えませんでしょうか。実
際の資金調達計画に対応させる
ことが双方の金利変動リスクの
ヘッジ策となりますので、基準
金利決定日については再度見直
しをするか、事業契約締結時に
交渉事項とすることは可能で
しょうか。

神奈川県の予算手続上、平成21年7月
に施設整備等割賦代金を確定する必要
がありますので、原文どおりとしま
す。

12
入札説明書
付属資料１

3p
1-(4)
イ（ア）

サービスの対価のうち施設整備
費の割賦代金の支払い方法につ
いて、「支払対象期間は運営開
始から平成42年2月までの20年間
とし81回払いで（中略）80回払
いで各回の支払額が平準化して
いることを前提とし、」とあり
ますが、81回払い又は80回払い
のいずれを選択した場合におい
ても、施設整備費の割賦代金及
びこれにかかる支払利息の合計
額は、四半期ごと20年間の80回
払いと同額になると考えてよろ
しいでしょうか。

割賦代金については御指摘のとおりで
す。支払利息については、必ずしも同
額にはならないと考えています。

13
入札説明書
付属資料１

3p
1-(4)
イ

利用料金等収入見込額を控除す
る前の維持管理・運営費は、毎
年の額が不均等になるものと考
えてよろしいでしょうか。

ベースとなる維持管理・運営費は均等
になると考えておりますが、集客数の
増減などにより変動する部分はあると
考えております。

14
入札説明書
付属資料１

7p
3-(3)

関係者協議会の協議により実施
時期が前倒しとなった場合で
も、提案時の修繕・更新費（物
価変動勘案後）の金額が県から
支払われると考えてよろしいで
しょうか。

提案時の修繕・更新費には、物価変動
分は含んでいないので、前倒しの時期
にお考えの金額を支払います。

15
入札説明書
付属資料１

8p
4

割賦元本に係る消費税について
は、各支払時点に平準化したも
のをお支払いただけるとの記載
がありますが、これは当該回の
割賦元本に引渡時の税率を乗じ
た消費税が毎回支払われるので
はなく、割賦元本総額に引渡時
の税率を乗じた消費税額を80で
除した金額（80回払いとした場
合）が毎回支払われるというこ
とでしょうか。

割賦元本に係る消費税については、当
該回の割賦元本に引渡日の税率を乗じ
た消費税を毎回支払います。

16
入札説明書
付属資料２

2p
3

関係者協議会での協議において
「天候の影響など事業者の責め
に帰さないことが明らかな事
由」を認識する為の根拠となる
指標（過去の気候データ統計な
ど）と判断基準（降雨日数や低
温日数からの異常気象判別な
ど）をお教えください。

事業者が県に客観的に証明できる場合
が対象になります。天候データ、ふれ
あいセンターの入園者状況（統計）、
類似施設・近隣の屋外施設における入
園実績、状況回復に向けた事業者の取
組み等を含めて指標になると考えてお
ります。当該事象に応じて、客観的指
標を用いて「天候の影響など事業者の
責めに帰さないことが明らか｣である
ことを説明して頂くことを予定してお
ります。
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17
入札説明書
付属資料2

2p
3

“天候の影響など事業者の責め
に帰さないことが明らかな事由
により実際の利用料金等収入額
が事業者の提案した利用料金等
収入見込額を下回り・・・”と
ありますが、具体的な記述があ
りません。どのような基準で、
だれが、どのように判定をする
のか、についての明確なご説明
をお願いします。

事業者が県に客観的に証明できる場合
が対象になります。天候データ、ふれ
あいセンターの入園者状況（統計）、
類似施設・近隣の屋外施設における入
園実績、状況回復に向けた事業者の取
組み等を含めて指標になると考えてお
ります。当該事象に応じて、客観的指
標を用いて「天候の影響など事業者の
責めに帰さないことが明らか｣である
ことを説明して頂くことを予定してお
ります。

判定については関係者協議会の協議を
踏まえ県で判断します。

18
入札説明書
付属資料４

4p
2-(1)
③

施設整備費の割賦代金及びこれ
に係る利息も減額や支払い停止
の対象としていることから、SPC
の資金調達手法としてプロジェ
クトファイナンスの手法を採用
できない可能性があります。落
札者決定基準に明確な記載はあ
りませんが、資金調達手法に関
して、プロジェクトファイナン
スによる資金調達か否かによっ
て評価の優劣を判断されるので
しょうか。

本件事業遂行にふさわしい資金計画か
どうかにより評価を行います（落札者
決定基準p11）。

19
契約書
（案）

4p
13条2項

「本件土地に瑕疵があり、提案
書に基づく工事ができないとき
は、事業者は、県と協議の上、
本件施設の配置の変更等によ
り、自らの責任及び費用で対応
するものとする。」とあります
が、土地の瑕疵担保責任の所在
は、瑕疵の内容と、その瑕疵が
いつ時点で発生したものである
かにより決定されるべきと考え
ます。「事業者が自らの責任及
び費用で対応する」ことに該当
する土地の瑕疵の具体的内容及
びその瑕疵の発生した時点につ
いての貴県の解釈をご教示くだ
さい。

瑕疵の内容については、例えば、事業
者に配布した地盤データの地点以外
で、地盤支持力が原因で提案書に基づ
く工事ができないような場合です。ま
た、配布した地盤データを分析検討す
ることで判明し得る瑕疵も事業者の負
担となります。もっとも、但書にある
とおり、地中障害物の存在など事業者
に帰責事由がない場合には、それによ
る増加費用は県が負担することになり
ます。

瑕疵の発生時点については、問いませ
ん。

20
契約書
（案）

9p
38条1項

「県の責めに帰すべき事由によ
り工期延長等が生じ（中略）、
県は開業日からのサービス対価
を支払う」とありますが、この
場合に貴県よりお支払い頂く
サービス対価からは、当初予定
の開業日～延長した開業日の間
の利用料金等収入見込額は控除
されないという理解で宜しいで
しょうか。通常時のサービス対
価と同様に控除されるのであれ
ば、警備業務等、開業していな
くても必然的にかかる費用や、
日持ちのしない食材の調達等で
既に発生した費用については、
運営維持管理業務に係るサービ
ス対価に加えてお支払い頂くよ
う是非ともお願いします。

維持管理・運営費に係るサービスの対
価は、提案された当該年度の予定費用
から利用料金等収入見込額を差し引い
た額がベースとなります。ただし、御
指摘のような場合には関係者協議会で
協議します。
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21
契約書
（案）

9・11p
38条・45条

第４５条（運営体制確保の遅れ
による運営開始の遅延）におい
て、「第３８条に準じた処置を
行う」とありますが、工期延長
等が生じ、引渡が遅延した場合
は、あくまで第３８条の処置の
みしか課せられないという理解
で宜しいでしょうか。

お考えのとおりですが、工期延長等に
よる引渡しの遅延に加え、運営体制確
保の遅れにより、遅延により変更に
なった引渡し日の翌日に開業できない
場合は、第38条及び第45条が適用され
ます。

22
契約書
（案）

11p
47条

「本件事業を取り巻く環境等の
著しい変化が認められた場合に
は、県の求めにより、県と関係
者協議会において協議を行い」
とありますが、入札説明書・資
料７「神奈川県立花と緑のふれ
あいセンター（仮称）特定事業
関係者協議会の設置及び運営に
関する要綱（案）」の第５条に
おいて、「県及び事業者は、必
要に応じて委員長に開催を要請
することができ、」とあります
ので、本条項においても「県及
び事業者は、関係者協議会にお
いて協議を行い」とすべきでは
ないでしょうか。

本件事業を取り巻く環境等の著しい変
化が認められるかどうかは、基本的に
県が判断するものと考えております。

23
契約書
（案）

13p
59条

資金提供のシンジケーションに
おきまして、貸付による資金提
供者に加え、信託受益権を通じ
た資金提供者も含めることを考
案中です。即ち、当初出された
金融機関から事業者への貸付の
一部が、国内の信託銀行に譲渡
され信託受益権となります。こ
の時、国内の信託銀行が、事業
者の県に対して有する債権への
質権設定及び担保提供につきま
して、県の事前の書面による承
諾の申請を直接行います。この
場合、県に特段の不利益がない
限り、原則ご承諾をいただけま
すか。

当該承諾の是非について、協議に応じ
る用意があります。ただし、承認の相
手方は、事業者になります。

24
契約書
（案）

13p
59条

貸付による資金提供者である金
融機関がスワップ契約を締結す
る際に、スワップ契約先の金融
機関がスワップ契約に係る債権
を担保するために行う事業者の
県に対して有する債権への質権
設定及び担保提供につきまし
て、県の事前の書面による承諾
の申請を行います。この場合、
県に特段の不利益がない限り、
原則ご承諾をいただけますか。

スワップ契約の担保として、当該債権
を提供することを承諾する予定はあり
ません。

25
契約書
（案）

16p
68条2項

「本件施設の出来形部分」に
は、その時点で調達した什器備
品やスタッフ教育、広告関係等
運営準備のために既に要した費
用も含まれると理解して宜しい
でしょうか。

施設等整備の割賦代金に係る出来型部
分となります（契約書第1条(18)「整
備費等」）。
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26
契約書
（案）

17p
70条

本条は、記載内容からも引渡以
後の契約終了手続きを規定した
ものと思慮致しますが、貴県の
行政上の事由により、引渡前に
契約終了となった場合の規定は
無いのでしょうか？入札説明書
の付属資料５「予想されるリス
クと責任分担表」の「制度関連
リスク」-「政治・行政リスク」
においても貴県のご負担とされ
ていますので、契約書条項とし
て追加して頂くようお願いしま
す。

行政上の事由による契約の終了は想定
できません。

27
契約書
（案）

21p
84条

資金提供のシンジケーションに
おきまして、貸付による資金提
供者に加え、信託受益権を通じ
た資金提供者も含めることを考
案中です。即ち、当初出された
金融機関から事業者への貸付の
一部が、国内の信託銀行に譲渡
され信託受益権となります。こ
の時、国内の信託銀行が、事業
者の県に対して有する債権への
質権設定及び担保提供につきま
して、県の事前の書面による承
諾の申請を直接行います。この
場合、県に特段の不利益がない
限り、原則ご承諾をいただけま
すか。

当該承諾の是非について、協議に応じ
る用意があります。ただし、承認の相
手方は、事業者になります。

28
契約書
（案）

21p
84条

貸付による資金提供者である金
融機関がスワップ契約を締結す
る際に、スワップ契約先の金融
機関がスワップ契約に係る債権
を担保するために行う事業者の
県に対して有する債権への質権
設定及び担保提供につきまし
て、県の事前の書面による承諾
の申請を行います。この場合、
県に特段の不利益がない限り、
原則ご承諾をいただけますか。

スワップ契約の担保として、当該債権
を提供することを承諾する予定はあり
ません。

29
契約書
（案）

21p
87条1項

「神奈川県行政文章管理規程・
同運用通知に基づいて作成する
文書管理規程等」という記載が
ありますが、この規程は県が作
成するのでしょうか。

同条第２項にあるように、文書管理規
程等については、県と協議して事業者
が作成してください。

30
契約書
（案）

27p
別紙4

維持管理・運営期間中におい
て、“各事業年度の”という記
載が維持管理・運営費相当額に
のみかかっているように見受け
られますが、「特定事業契約書
（素案）に関する意見及び回
答」№21の趣旨からすると、
“各事業年度の”という記載は
文頭に移動し、サービスの対価
すべてにかかるべきではないで
しょうか。

「イ保険で補てんされない施設の各事
業年度の維持管理・運営費」は誤植
で、正しくは「各事業年度のア施設等
整備の割賦代金及びこれに係る支払利
息相当額イ保険で補てんされない施設
の維持管理・運営費」です。
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31
契約書
（案）

27p
別紙4

維持管理・運営期間中におい
て、数次にわたり不可抗力が生
じた場合、事業者の年間負担額
は、“事業者に生じた合理的な
増加費用及び損害”と“第三者
に生じた損害”のそれぞれに
“100分の1までは事業者の負
担”という記載がありますの
で、最大で100分の2ということ
になるのでしょうか。

お考えのとおりです。

32
契約書
（案）

27p
別紙4

維持管理・運営期間中に生じた
不可抗力による合理的な増加費
用及び損害の負担について、事
業者側の負担範囲として「施設
等整備の割賦代金及びこれに係
る支払い利息」まで含まれてし
まっています。県に施設引渡後
は施設の所有者である県が施設
に対する保険に加入されると思
いますが、事業者が県の資産で
ある施設に保険を付保し、リス
クヘッジやリスクコントロール
することはできませんので、事
業者にとって過分のリスクであ
り、不適切な設定ではないで
しょうか。事業者の負担範囲は
「各事業年度の維持管理・運営
費相当額の合計の１００分の１
まで」のみと変更してくださ
い。

サービスの対価は一体的なものと考え
ておりますので、事業者の負担範囲を
「各事業年度の維持管理運営費相当額
の合計の100分の１まで」とすること
はできません。なお、「イ保険で補て
んされない施設の各事業年度の維持管
理・運営費」は誤植で、正しくは「各
事業年度のア施設等整備の割賦代金及
びこれに係る支払利息相当額イ保険で
補てんされない施設の維持管理・運営
費」です。

33
業務要求水
準書

1p
4-(1)

入園者数を年間25.6万人以上確
保するよう努めることとありま
すが、事業期間全体の入園者数
を事業期間年数で除した年間平
均入園者数という意味でしょう
か。

事業期間中を通じて、各年度とも年間
25.6万人以上を確保するよう努めてく
ださい。

34
業務要求水
準書

5p
5

「開園時間」について、提案段
階での開園時間がそのまま固定
化された開園時間となるのか、
あるいは、開園後適時、事業者
側で開園時間を調整できる幅を
もたせていただけるのか。どの
程度の柔軟性を見込まれている
のかご教示頂きたい。また、
「・・・開園時間を変更するこ
とができるが、その際は近隣地
域と協議を行い、県の承認を得
るものとする」とありますが、
要求水準書にある開園時間を変
更する提案を行う場合、本事業
入札迄に、近隣地域と貴県及び
平塚市に対して、どの様な手続
きを経ておかねばならないので
しょうか。

「開園時間」については、開園後、運
営に当たって変更することができます
が、その際は近隣地域と協議を行い、
県の承認を得る必要があります。
開園時間の変更に当たっての近隣地域
との協議については、落札者決定後、
県の指示に従い行ってください。従っ
て、開園時間を変更する提案について
は、落札後に近隣地域との協議を行う
前提での評価となりますので、御留意
ください。

35
業務要求水
準書

12～14p
3

フラワーゾーンとアグリゾーン
の一体化の可能性について面積
の二重計上はしないものとし
て、大きいフラワーゾーンの中
に一部アグリゾーンの機能を入
れてよろしいでしょうか。

面積の二重計上がなく、ゾーン毎に必
要な要件を満たしていれば構いませ
ん。

36
業務要求水
準書

18
５-（２）
オ（キ）

昇降機設備を必要としない計画
も可能でしょうか

神奈川県福祉の街づくり条例を遵守し
た計画としてください。
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37
業務要求水
準書

19p
5-(3)
エ

コスト把握のため、金目川沿岸
水利組合及び寺田縄土木組合へ
のヒアリングが必要となった場
合、いつどのように行えばよろ
しいでしょうか。提案書作成段
階で事業者が直接コンタクトを
取るのでしょうか。

これまで県農業技術センターは、農業
用水を使用してきましたが、水利費と
して年2000円/10a、土木費として年
6440円/10a負担してきましたので、参
考にしてください。なお、提案書作成
段階では直接コンタクトは取らないで
ください。

38
業務要求水
準書

20p
Ⅲ-3

既存施設に基礎杭を使用したも
のがありますが、この基礎杭の
除却についての記述がありませ
ん。事業者が施設整備を行うに
あたり、影響を及ぼさない範囲
の既設基礎杭については、引き
抜かずに存置させることで問題
はないと考えますが、よろしい
ですか。また、既設建築物の地
下部分についても、同じ考え方
をすることで問題はないでしょ
うか。

基礎杭については施設整備やその後の
運営上、影響がなければ存置しても構
いません。既設建築物の地下部分につ
いては、利用する計画としない場合は
除却してください。

39
業務要求水
準書

21p
Ⅲ4-(2)

土日祝日にも工事内容によって
は施工が可能と理解してよろし
いでしょうか。

騒音、資材搬入等による周辺への影響
を考慮し、土日祝日は原則として行わ
ないでくださいとしています。周辺へ
の影響がなく地元自治会等の了解を得
られるものであれば可能です。

40
業務要求水
準書

26p
Ⅴ

事業目的を逸脱せず開発許可が
得られる範囲であれば、小動物
を連れた入園も事業者の判断と
してよろしいでしょうか。

センター（自主管理公園を除く。）へ
の動物の持ち込みについては利用者に
係る禁止事項として想定しています
（実施方針方針等Ｑ＆Ａのp９、Ｑ
17）。

41
業務要求水
準書

40p
10

イベントの開催に当っては、県
立農業技術センター等との連携
を検討すること。との記載があ
りますが、イベント事業以外に
おける本事業運営業務におい
て、県立農業技術センターとの
連携・協力は可能であると解釈
して宜しいでしょうか。

開発品種等展示事業においては連携・
協力を求めておりますが、その他の業
務については農業技術センターと別途
調整が必要です。

42
業務要求水
準書

42・43p
12(3)・
13(3)

「営業時間は、開園時間中及び
閉園後２時間を目安とした範囲
内で事業者が提案する時間とす
る。ただし、２１時を超えるこ
とはできない。」とあります
が、レストラン事業・売店事業
を２１時までの営業時間とする
こと、これによりセンターの閉
園時間は最長１９時となるこ
と、について近隣地域との協議
済みで周知・了解事項であると
の理解で良いでしょうか。もし
そうでない場合、本事業入札迄
に、近隣地域と貴県及び平塚市
に対して、どの様な手続きを経
ておかねばならないのでしょう
か。事業全体に関わる点であり
ますので方向性をご教示くださ
い。

業務要求水準書に記載の開園時間の場
合、レストラン・売店の営業時間を閉
園後2時間を目安とした範囲内で事業
者が提案する時間とすることについて
は、近隣地域と協議済みですが、業務
要求水準書記載の開園時間を変更する
場合は、落札者決定後、県の指示に従
い、近隣住民との協議を行っていただ
くことになります。

43
業務要求水
準書

46p
Ⅶ1-(11)
エ

付保義務のある各種損害保険に
ついて、補償限度額や免責金額
等、保険内容についてご教示く
ださい。義務付けされているこ
とからも、貴県でお求めになる
最低限の保険内容は把握してお
きたく、宜しくお願い致しま
す。

事業の安定性確保のために保険に加入
していただきます。保険内容・料額に
ついては、事業者の判断によります。
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44
業務要求水
準書

46p
Ⅶ1-(11)
エ

付保を義務づけられた保険であ
る「受託者賠償責任保険」と
「生産物賠償責任保険」につい
て、貴県でお考えの具体的な対
象業務範囲及び保険対象物をご
教示ください。

「受託者賠償責任保険」は展示会にお
ける事業者以外の所有に係る植木鉢や
花瓶、押し花等の展示物を想定してい
ます。展示会における展示物を対象と
考えておりますので、「動産総合保
険」等でも構いません。「生産物賠償
責任保険」はレストラン・売店におい
て生産または製造し、販売した商品を
想定しています。

45

業務要求水
準書添付資
料１２・１
（４）

サポーター活動参加者の確保が
できなかった場合はモニタリン
グ・ペナルティの対象とすると
ありますが、事業者が鋭意募集
を行ったにも関わらずサポー
ターの確保ができないことも長
期の事業期間の中には有るかも
知れません。事業者のみがリス
クを負うべき事柄ではないこと
から、削除か緩和の方向で変更
をして下さい。モニタリングの
目的はサービスのレベル低下を
予防することが目的であるべき
で、過剰なペナルティ条項は事
業そのものの継続性を損なう危
険がありますので、ご再考をお
願いします。

サポーター活動の活動内容は、県民意
見を元に事業者が企画・決定するもの
なので、応募者がいない場合は、活動
内容を見直した上、再募集を行う等に
より参加者を確保してください。

46
落札者決定
基準

5p
4-(3)
①

「業務要求水準書を達成してい
ない場合は失格となります」と
記載されていますが、確認の考
え方には業務要求水準を「クリ
アしていれば、加点、減点は行
いません」と記載されていま
す。要求水準をクリアしなけれ
ば失格なのか、それとも加点・
減点なのか不明ですのでご教示
ください。

要求水準をクリアしていない場合は失
格となります。なお、「要求水準をク
リアしていれば、加点、減点は行いま
せん」の趣旨は、例えば、フラワー
ゾーン50,000㎡以上の要求水準に対
し、60,000㎡の提案は要求水準をクリ
アしていますが、60,000㎡という面積
のみで加点、減点は行わないという意
味です。

47
落札者決定
基準

5p
4-(3)
①

確認項目として、需要推計とい
う項目がありますが、年間25.6
万人の入園者数をクリアしなけ
れば失格という意味でしょう
か。

入園者数については、年間25.6万人以
上確保するよう努めることが要求水準
です。事業者が需要推計を堅くみるこ
とは可能であり、需要推計上25.6万人
をクリアしていないことのみで失格に
はなりません。

48
落札者決定
基準

5p
4-(3)
①

確認の考え方に業務要求水準を
「クリアしていれば、加点、減
点は行いません」と記載されて
いますが、基礎審査から評価・
配点を行うお考えでしょうか。
加点・減点を行うべき審査は定
量化審査ではないでしょうか。

お考えのとおり、基礎審査での加点・
減点は行いません。

49
落札者決定
基準

5p
4-(3)
②

「施設等整備の割賦代金分の消
費税及び地方消費税について
は、当該施設の引渡日時点を基
準に納税するよう処理されてい
るか。」とありますが、これを
様式８－１１－４に当てはめて
考えた場合、「（収入のうち仮
受消費税）サービスの対価　割
賦代金相当分」については、平
成21年度だけの計上になると考
えてよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。
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50
落札者決定
基準

5p
4-(3)
②

確認項目に「県の支払いが平準
化されているか」と「修繕・更
新費が合理的な年次に見積もら
れているか」という項目があり
ますが、修繕・更新費は平準化
の対象でないと理解してよろし
いでしょうか。

お考えのとおりです

51
落札者決定
基準

5p
4-(3)
②

確認項目に「県の支払いが平準
化されているか」とあります
が、修繕・更新費の発生だけで
なく、入園者数の推移等により
現実には完全に毎期の支払いを
同額にするという平準化は難し
いと思います。どの程度まで厳
密な平準化を要求されているの
でしょうか。お考えをご教示く
ださい。

施設等整備の割賦代金については、各
回の支払額を平準化させてください。
維持管理・運営費については、ベース
となる金額は均等になると考えており
ますが、入園者数の見込みにより変動
する部分はあると考えております。

52
落札者決定
基準

6p
4-(3)
③

代替信用補完措置に必要な書類
をご教示ください。（例えば、
金融機関や保険会社の証明書ま
たは自社表明書）

代替信用補完措置を確認できる、何ら
かの証明書類を添付していただきま
す。
例えば、建設業務を担当する者につい
て、履行保証保険の証書などです。

53
落札者決定
基準

6p
4-(3)
③

代替信用補完措置の要否を判断
するにあたっての考え方をご教
示ください。①単独決算、連結
決算のどちらを採用するのか②
「資力」「信用力」における三
期連続というのは直近の事業年
度からの三期でしょうか③「債
務返済能力」における”最近
期”は”直近の事業年度”で
しょうか。

①単独決算です。参考として連結決算
を見ます。②直前に期末を迎えた年度
を含めて過去３カ年分です。③直前に
期末を迎えた年度です。
様式９では平成15・16・17年度分の有
価証券報告書等を要求していますが、
決算日の変更等があった場合は、上記
の条件に合う期間のものを提出いただ
きます。

54
落札者決定
基準

6p
4-(3)
③

債務返済能力について最近期の
値にて判定する旨規定されてお
りますが、資力・信用力が直近3
期の値を判断基準にしているこ
とからすれば、債務返済能力に
ついても直近3期の値を判断基準
にするべきでないでしょうか
（最近期だけでは突発的な事象
による基準未達を救済できない
ものと考えます。）

変更は致しません。

55
落札者決定
基準

6p
4-(3)
③

（イ）確認内容等の「代替信用
補完措置」とは具体的にどのよ
うな補完措置を行えばよろしい
のでしょうか。例えば、履行保
証等を添付することが考えられ
ますが、その場合の保証対象額
や保証期間はどのように考えれ
ばよろしいでしょうか。

お考えのとおりですが、保証対象額や
保証期間は、県からは特に指定しませ
ん。

56 様式集 全般

必要に応じて枚数を増やしてく
ださいと書かれている様式以外
は、規定枚数の指示が無い場
合、1枚で記述するということで
しょうか。

適宜枚数を増やしてください。また、
枚数の制限はありませんが、簡潔かつ
明瞭に表現してください。

57 様式集 全般

参加表明書等に捺印する印鑑
は、会社の代表印を使用すれば
よろしいでしょうか。

法務局に印鑑登録を行っている代表者
印を使用してください。
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58 様式集 全般

各様式記載にあたっての記載要
領がありませんが、下記に関す
るもの含め制限等ございました
ら早い段階でご公表ください。
・使用フォントやフォントサイ
ズ
・会社名、会社ロゴ（企業グ
ループ含む）
・各様式の用紙サイズ
・片面印刷か両面印刷か
・様式通し番号付けや、イン
デックス付け要否
・使用するアプリケーションソ
フト及びヴァージョン

フォント、フォントサイズ、会社名、
ロゴについては見やすいよう自由に調
整してください。様式集はＡ４で様式
番号毎（様式〇）に製本又はファイル
綴じし、目次を付けてください。用紙
サイズは様式集で縦書きとなっている
ものはＡ４、横書きの様式はＡ３折り
込みとし、Ａ４の様式は様式番号枝番
毎(様式〇－〇)に両面印刷にしてくだ
さい（Ａ３様式は片面印刷）。アプリ
ケーションソフトは、原則として
Excel、Wordを使用してください
（Excl指定の様式はExcelとする）。
ただし、様式６－１２の添付図面につ
いては、Ａ３で別冊としてください。

59 様式集 全般

欄外備考に「必要に応じて枚数
を増やしてください」「記入欄
は適宜追加して下さい」とある
場合以外は、その様式において
は１枚に納めなければならない
のでしょうか？併せて、複数枚
とする様式について、上限枚数
はあるのでしょうか、ご教示く
ださい

適宜枚数を増やしてください。また、
枚数の制限はありませんが、簡潔かつ
明瞭に表現してください。

60 様式集 全般

様式として提示されている、
ページ設定をそのまま利用しな
ければならないのでしょうか。
フォント、行数、余白、罫線フ
レームの有無は、提案者の自由
として宜しいでしょうか。

フォント、行数、余白、罫線フレーム
の有無は、提案者の自由に調整してく
ださい。

61 様式集 全般

提案書提出の様式５及び様式６
において、「必要に応じ枚数を
増やしてください」と記述があ
りますが、各提案書の記載枚数
に上限はありますでしょうか。
同じく、設計図についてもご回
答願います。

枚数の制限はありませんが、簡潔かつ
明瞭に表現してください。
設計等図面についても枚数の制限はあ
りません。

62
様式集
様式１～様
式４

代表者職氏名の記載と押印が必
要となりますが、支店や事業所
単位で参加及び業務を担当する
場合には、支店長、事業所長で
も問題ないでしょうか？

入札書については、支店等の登記をし
ている事業者は法人代表者からの受任
者の氏名と印鑑でも構いません。ただ
し、神奈川県競争入札参加資格者名簿
に登録手続した者の氏名と印鑑である
ことが必要です。その他の様式につい
ては、入札書に受任者として記入され
た者を除き、代表者の氏名と押印が必
要です。

63
様式集
様式1-5
添付資料5

添付する納税証明書の種類にご
指定があればご教示ください。
例えば、法人税、消費税及び地
方消費税については、（その3の
3：未納がないことの証明）な
ど。

県税事務所における法人県民税、法人
事業税の納税証明書。税務署における
納税証明書「その３」（未納の税額が
ないことの証明、税目は消費税及び地
方消費税）を添付してください。課税
事業者でない方についても同様です。
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64
様式集
様式1-5
添付資料5

直近の事業終了年度に係る納税
証明書とありますが、法人県民
税、法人事業税、消費税及び地
方消費税の申告を６月末に行う
場合、本件事業の一般競争入札
参加資格確認申請書の提出期限
である７月４日までに直近の事
業終了年度の納税証明書がとれ
ない可能性があります。そのよ
うな場合には、前事業年度の納
税証明書を添付する方法でも可
能でしょうか、または、税務署
及び県税事務所の受付印のある
申告書及び納付書を添付し、後
日納税証明書を提出する方法で
も良いのかをご教示ください。

申告書、領収書の控えを持参すると６
月末日申告の税目の納税証明書は発行
されます（県税事務所、税務署）。発
行年月日から３箇月以内のものを添付
してください。

65
様式集
様式１－５
添付資料５

添付する法人県民税、法人事業
税の納税証明書は、神奈川県内
に事業所等を持つ企業の場合は
神奈川県の納税証明書、神奈川
県内に事業所等を持たない企業
の場合は本店所在地又は入札参
加申請を行う事業所所在地の納
税証明書でしょうか。

神奈川県内に事業所等をもつ場合は、
神奈川県の納税証明書を、それ以外の
場合は、本店所在地の納税証明書を添
付してください。

66
様式集
様式1-6

担当する業務の実績は、実績を
証明する契約書の写しを提出と
ありますが、実績の期間、期日
は問わないと判断して宜しいで
しょうか。（例えば期日を定め
た場合、過去１０年以内の実績
など）

お考えのとおりです。

67
様式集
様式1-6

応募者又はグループ構成員の個
別の参加資格要件として、「体
験学習事業を担当する者」の実
績、「展示事業の植栽を担当す
る者」の実績とあります。様式
集の様式１－６に「契約書の写
しやパンフレットなどの添付」
とありますが、実績は民間、公
官庁の区別は必要でしょうか？

必要ありません。

68
様式集
様式5-3

需要推計については、商圏域の
人口と同様な施設の入場者実績
をもとに、事業者としての入場
者目標を表現することでよろし
いでしょうか。膨大な計算式に
よる需要推計は、時に係数の取
り方次第で様々な結論を導き出
すことができます。民間事業者
による事業では、経験則を含め
た需要目標に対して、どのよう
に実需を喚起するかということ
を重要視しており、推計の根拠
の正確さを求めてもあまり意味
がないように思われます。推計
の基となる根拠よりも、求めた
需要推計に対して、目標を達成
する事業能力を有していること
を表現することを重視してよろ
しいでしょうか。

需要推計のロジックは応募者に委ねま
す。施設面、運営面で集客の工夫を
行っていただくことは大いに期待する
ところですが、一方で公の施設として
経営の安定性も重視します。入札説明
書の付属資料２にお示ししたように、
県からの支払額は、サービスの対価か
ら、提案された利用料金等収入見込額
を差し引いた金額になりますので、利
用料金等収入見込額の確実性は事業者
の経営の安定性に直結します。従っ
て、その元になる需要推計にも、根拠
をお示しいただきます。

69
様式集
様式5～様式
8

様式７－２－３を除く様式５～
様式８について、代表企業及び
構成員、協力企業の実績アピー
ルとして、実際の事業名やイベ
ント名等の実名記載を行うこと
は可能でしょうか。

お考えのとおりです。
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70
様式集
様式6-2-4

目標どおりの入場者を迎えるた
めには、現状の施設概要に示さ
れた駐車場では不足していると
考えます。しかしながら、予定
地内での駐車場の大幅な増設は
困難であり、多客時における臨
時駐車場の増設や公共交通の増
発等の調整が不可欠であると想
定されます。公共交通の増発等
の対応は、落札決定後の調整で
可能であると考えられますが、
市街化調整区域において事業者
としての可能性が未定の段階
で、具体的な地籍を対象とした
臨時駐車場の位置規模の決定行
為や契約行為は事実上不可能で
あると思われます。入札提案書
の段階では、施設内駐車場から
オーバーフローした場合の、基
本的な対応方針と開発許可権者
との調整の方向性を示すにとど
めてよろしいでしょうか。

臨時駐車場を計画に盛り込む場合、具
体的な場所を必ずしも示す必要はあり
ませんが、想定エリア程度は示してく
ださい。また、センターとの位置関係
や土地利用上の区域区分等を考慮した
上で、開発の方向性として無理のない
計画としてください。

71
様式集
様式6-2-4

駐車場のオーバーフロー対策と
して、臨時駐車場や代替交通な
どを事業者が準備する際、発生
する費用の負担方法はどのよう
になりますか。

事業者側の負担となります。

72
様式集
様式7-2-2

様式7-2-2の責任者について現時
点では候補者と考えてよいか
・候補者をすべて入れないと失
格か。
・候補者の経歴が必ずしも一致
しない場合は。
・落札後に経験者の選定を行っ
てよいか。

運営責任者の氏名については、可能な
範囲で記載すれば足り、氏名を記載し
ないことで失格にはなりません。な
お、氏名を記載された場合は、提案後
のヒアリングで実現可能性を確認する
こともありますので御留意ください。

73
様式集
様式7-2-3

表中の「担当者名」は、整備実
績であれば作業所長、運営実績
であれば事業所責任者という理
解で宜しいでしょうか。

お考えのとおりですが、運営に関して
は、体験学習事業の企画者等も含みま
す。

74
様式集
様式8-7-2
欄外備考4

「…様式8-8-3に具体的なバック
アップサービサーの名前とバッ
クアップの方法等について記述
して下さい」とありますが、様
式8-8-1では無いでしょうか。

様式８－８－３は誤植で、正しくは様
式８－８－１です。

75
様式集
様式8-7-2
様式8-8-1

バックアップサービサーについ
て、どの様な業務について行う
ものを想定されているのかをご
教示ください。また、バック
アップサービサーが必要とされ
る状況は、維持管理・運営企業
が倒産等に陥った場合という理
解でよいのでしょうか。

バックアップサービサーは、維持管理
業務及び運営業務の担当者が、引き続
き業務を遂行できなくなった場合に備
えて指定していただくもので、あらゆ
る事業・業務について、想定している
事業者を挙げていただきたいと考えて
います。特に、花き栽培展示事業、気
づき体験事業（農業体験学習事業）、
イベント事業については、本件事業の
中核をなす事業でもあるので、バック
アップ体制の充実は期待するところで
す。
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76
様式集
様式8-7-3

「様式８－１１－４と整合」と
欄外注記にありますので、「保
険料」の記載にあたっては、単
年度保険料の記載ではなく、例
えば「３００万円／３年」や
「１０００万円／２０年」と
いった付保期間合計を記載する
のでしょうか。

本様式の備考２は、本様式に挙げた各
保険の保険料の合計金額が、様式８－
１１－４の各年度の「保険料」と同額
になるよう注意を求めたものです。様
式にあるように、１年あたり（円／
年）で記載してください。各保険の内
容について、必要であれば、保険期
間、保険料総額等を、括弧書きにして
いただければ結構です。

77
様式集
様式8-11-4

法人税等の算出方法について、
法人税の実効税率は何パーセン
トと考えればよろしいでしょう
か。また、サービスの対価収入
のうち施設整備費の割賦代金分
については、益金不算入と考え
てよろしいでしょうか。

実効税率は40.87％で計算してくださ
い。
益金収入とするかどうかは、事業者の
方針次第です。

78
様式集
様式8-11-4

各年度のサービスの対価収入
は、その年度に含まれる支払日
ではなく、支払対象期間を基準
に金額を算出、計上すると考え
てよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

79
様式集
様式8-11-4

還付見込消費税を表中に表現す
る必要はありますでしょうか。
もし表現する必要があるとすれ
ば、どういった算式の考え方で
どの場所に記載すればよろしい
でしょうか、ご教示ください。

記載いただく必要はありません。ただ
し、「税引前当期損益」については、
「収入計－支出計」から、「（収入の
うち仮受消費税）の小計」を減算、
「（支出のうち仮払消費税）」を加算
して計算してください。

80
様式集
様式8-11-4

消費税の納付額を表中に記載す
る必要はありますでしょうか。
もし記載する必要がある場合、
どの場所に記載すればよろしい
でしょうか。また、計上の仕方
について、当期分は未払金とし
て処理し翌期に繰り越された納
付額を計上するということでよ
ろしいでしょうか、ご教示くだ
さい。

記載いただく必要はありません。

81
様式集
様式8-11-4

SPCの監査費用は、表中のどこに
記載すればよろしいでしょう
か、ご教示ください。

「支出計」の内訳にある「その他」に
含めていただいても結構ですし、適宜
項目を設定していただいても結構で
す。

82
様式集
様式9

株式公開をしていない企業の場
合、この様式と合わせて提出す
る資料は、様式に対応する事業
年度各々の決算書となるので
しょうか。

お考えのとおりです。
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